
 

第第３３節節  農農業業現現場場をを⽀⽀ええるる多多様様なな⼈⼈材材やや主主体体のの活活躍躍  
 

 

地域の農業⽣産等を確保し、持続可能なものとしていくためには、中⼩・家族経営等多
様な⼈材や主体の活躍を促進することも重要です。 

本節では、個⼈経営体1、家族経営協定2、農業の働き⽅改⾰等の取組状況について紹介
します。 

 
((家家族族経経営営協協定定のの締締結結農農家家数数はは増増加加))  

⽣産現場では、中⼩・家族経営等多様な経営体が産地単位で連携・協働して、農業⽣産
や共同販売を⾏い、地域社会の維持に重要な役割を果たしています。また、全農業経営体3

の⼤半が個⼈(世帯)で農業を⾏う個⼈経営体となっています(図図表表 22--33--11)。 
このような中で、中⼩・家族経営等の世帯員が意欲とやりがいを持って農業経営に参画

するためには、労働時間の管理、休⽇・休憩の確保、仕事や家事の役割分担について、家
族で話し合い、家族経営協定を締結し、ワーク・ライフ・バランスを実現できる環境を整
えることが重要です。 

令和元(2019)年度末時点の家族経営協定の締結農家数は、前年度に⽐べ 617 ⼾増加の５
万 9 千⼾となりました(図図表表 22--33--22)。これは、主業経営体4全体の 25.5％を占めています。   

 

 
 

 
1 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
4 ⽤語の解説1、2(1)を参照 

図表 2-3-1 全農業経営体数に占める個⼈経営
体数の割合 

資料：農林⽔産省「2020 年農林業センサス」を基に作成 
注：1) 令和 2(2020)年２⽉１⽇時点 

2) 団体経営体とは、⽤語の解説 1、2(1)を参照 
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図表 2-3-2 家族経営協定締結農家数 

資料：農林⽔産省「家族経営協定に関する実態調査」 
注：各年度末時点 
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締結した協定の内容を⾒ると、平成 27(2015)年度以降、農業経営の⽅針決定、労働時間・
休⽇については約 9 割、農業⾯の役割分担(作業分担・簿記記帳等)については約８割の農
家で取決めを⾏っています(図図表表 22--33--33)。 

 

 
 

((農農業業のの働働きき⽅⽅改改⾰⾰にに向向けけたた取取組組がが進進展展))  
⼈材獲得競争が激化する中で、農業を魅⼒ある職場にすることを通じて現場に必要な⼈

材を確保するため、農林⽔産省は、農業現場における働きやすい環境づくりに取り組んで
います。 

平成 29(2017)年度に働き⽅改⾰を具体的に進めるためのガイドブックを作成したほか、
平成 30(2018)年度に⼥性が働きやすい職場づくりのためのテキスト教材を作成し、令和元
(2019)年度にはポータルサイト「Step WAP 農業の働き⽅改⾰−男⼥共同参画による経
営発展−」を開設するなど様々な⽀援を⾏っています。また、令和元(2019)年度から、農
業の働き⽅改⾰と⼈⼿不⾜解消に取り組む産地を⽀援する「農業の新しい働き⽅確⽴⽀援」
を実施しており、令和 2(2020)年度は 20 地区において、働く環境を整える対策を実施しつ
つ⾏う複数産地で連携した労働⼒確保の取組や、労務管理や労働環境等を学ぶセミナーの
実施等を⽀援しました。 

 
((外外国国⼈⼈技技能能実実習習制制度度にによよるる外外国国⼈⼈材材のの受受⼊⼊れれ))  

外国⼈技能実習制度は、外国⼈技能実習⽣への技能等の移転を図り、その国の経済発展
を担う⼈材育成を⽬的とした制度であり、我が国の国際協⼒・国際貢献の重要な⼀翼を担
っています。農業分野においても全国の農業⽣産現場で多くの外国⼈技能実習⽣が受け⼊
れられています。 

令和 2(2020)年 10 ⽉末時点での外国⼈の雇⽤状況は、農業分野で総数が 3 万 8,064 ⼈と
なっています。このうち、外国⼈技能実習⽣が 3 万 3,004 ⼈で、前年に⽐べ 1,116 ⼈(3.5％)
増加しています1。 

 
 

 
1 特集（図表 特-36）参照 

図表 2-3-3 家族経営協定の取決め内容(複数回答) 

資料：農林⽔産省「家族経営協定に関する実態調査」 
注：各年度中に締結した協定の取決め内容 

(単位：％)

取決め内容
平成27年度

(2015)
28

(2016)
29

(2017)
30

(2018)
令和元
(2019)

農業経営の⽅針決定 88.6 93.3 93.3 92.8 94.1

労働時間・休⽇ 86.2 90.1 92.4 92.7 85.6
農業⾯の役割分担
(作業分担、簿記記帳等)

80.0 82.6 84.5 81.2 83.7

労働報酬(⽇給・⽉給) 71.2 72.3 73.4 74.9 71.7

149

第
2
章



((特特定定技技能能制制度度にによよるる外外国国⼈⼈材材のの受受⼊⼊れれ))  
深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため、平成 31(2019)年４⽉に改正された出⼊国管理及び

難⺠認定法により、新たな外国⼈材の受⼊れのための在留資格である特定技能制度が創設
され、農業を含む 14 の特定産業分野が受⼊れ対象となり、⼀定の専⾨性・技能を有し即
戦⼒となる外国⼈を受け⼊れています。 

令和 2(2020)年 12 ⽉末時点で、農業分野では 2,387 ⼈の外国⼈材がこの制度により働い
ています。 

農林⽔産省では制度の適切な運営を図るため、受⼊機関、業界団体、関係省庁で構成す
る農業特定技能協議会及び運営委員会を設置し、本制度の状況や課題の共有、その解決に
向けた意⾒交換等を⾏っています。 

また、外国⼈材の受⼊環境を整備するために、国内外での技能試験の実施や優良事例の
収集・周知、制度に関する説明会の開催等を⾏っています。令和 2(2020)年は、6 ⽉から
順次国内外での農業技能測定試験を実施するとともに、12 ⽉に制度に関するオンラインセ
ミナーを開催しました。 
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